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お知らせ 10 月

お
知
ら
せ

事
業
所
で
加
入
し
ま
せ
ん
か

働
く
人
の
（
ハ
ー
ト
ピ
ア
共

済
）「
中
小
企
業
勤
労
者
共

済
制
度
」

　

こ
の
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働

い
て
い
る
未
組
織
の
勤
労
者
の
福

祉
の
向
上
を
目
的
と
し
、
県
下
全

域
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る

共
済
制
度
で
す
。
月
々
わ
ず
か
な

掛
金
で
、
死
亡
・
障
害
・
入
院
・

住
宅
災
害
等
の
不
測
の
事
態
に
対

し
て
セ
ッ
ト
で
保
障
し
、
さ
ら
に

結
婚
・
出
産
・
銀
婚
・
小
中
高
校

入
学
祝
金
も
給
付
し
ま
す
。

　

１
か
月
の
掛
金
は
、
１
型

４
５
０
円
、
２
型
９
０
０
円
、
３

型
１
５
０
０
円
、
４
型
２
０
０
０

円
、
高
齢
者
型
４
５
０
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
１
型
か
ら

４
型
に
加
入
さ
れ
た
方
、
配
偶
者

お
よ
び
お
子
さ
ま
は
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
型
（
５
０
０
円
／
月
）
に
加

入
で
き
ま
す
。
従
業
員
の
福
利
厚

生
面
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に

お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
事
業
主
が
従
業
員
の
た

め
に
共
済
掛
金
を
負
担
さ
れ
た
場

合
は
、
税
法
上
は
損
金
ま
た
は
必

要
経
費
と
し
て
参
入
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
勤
労
福
祉
共
済
会

　
（
商
工
観
光
課
）
ま
で

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

農
薬
危
害
防
止
運
動
（
強
化

月
間
）
に
つ
い
て

　

10
月
１
日
〜
11
月
30
日
は
農
薬

危
害
防
止
運
動
の
強
化
月
間
で

す
。
農
薬
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、

次
の
点
に
留
意
し
細
心
の
注
意
を

払
い
ま
し
ょ
う
。

○
慣
例
的
な
農
薬
散
布
は
避
け
、

病
害
虫
の
発
生
や
被
害
の
有
無
を

確
か
め
て
か
ら
、
本
当
に
使
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
判
断
し
ま

し
ょ
う
。（
小
規
模
の
発
生
で
あ
れ

ば
、
被
害
部
の
除
去
や
害
虫
の
捕

殺
も
有
効
で
す
。）

○
や
む
を
得
ず
農
薬
を
使
用
す
る

際
に
は
、
包
装
容
器
の
ラ
ベ
ル
を

よ
く
読
ん
で
、
対
象
作
物
、
適
用

病
害
虫
、
使
用
倍
率
・
使
用
回
数
・

使
用
時
期
な
ど
の
使
用
方
法
を

守
っ
て
、
適
正
に
使
用
し
ま
し
ょ

う
。

○
使
用
者
自
身
が
農
薬
に
被
爆
し

な
い
よ
う
、
マ
ス
ク
や
手
袋
、
長

袖
の
着
衣
な
ど
の
装
備
を
し
、
安

全
に
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
散
布
方
法
や
風
に
注
意
し
、
隣

接
す
る
農
作
物
等
へ
飛
散
事
故
が

発
生
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
特
に
、
住
宅
地
の
周
辺
で
農

薬
を
使
用
す
る
際
に
は
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

○
散
布
面
積
等
か
ら
必
要
な
量
を

調
合
し
て
、
散
布
液
は
使
い
切
る

よ
う
に
し
、
河
川
等
に
流
さ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
農
薬
を
使
用
し
た
ら
、
ほ
場
や

作
物
ご
と
に
、
使
用
年
月
日
、
農

薬
の
種
類
、
使
用
倍
率
な
ど
、
農

薬
の
使
用
状
況
を
必
ず
記
録
し
ま

し
ょ
う
。

○
農
薬
は
、
必
ず
鍵
の
掛
か
る
保

管
庫
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

田
布
施
地
域
農
薬
安
全
対
策
推

　

進
協
議
会

　
（
田
布
施
農
林
事
務
所
農
業
部
）

☎
０
８
２
０
（
５
２
）
２
５
４
６

お お し ま 警

察

署

だ

よ

り

高齢ドライバーに対する特別講習
～平成 20年９月にスタートしました。～

多
重
債
務
無
料
法
律
相
談
会

■
日
時
／
11
月
13
日
㈭

　

午
後
２
時
〜
８
時

■
場
所
／
柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

■
定
員
／
10
人

■
内
容
／

　

法
律
専
門
家
に
よ
る
多
重
債
務

　

の
相
談
（
１
人
30
分
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
県
民
生
活
課　

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
２
６
０
８

　

周
防
大
島
町
商
工
観
光
課　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

◆ 65歳以上のドライバーの方！
・運転中、ヒヤリとすることはあ
りませんか？
・このまま運転を続けてよいか
迷っていませんか？

◆ご家族の方
・同乗中、おじいちゃん、おばあ
ちゃんの運転に不安を感じませ
んか？
・車に傷が増えていませんか？

特別講習を受けてみませんか？
◆特別講習とは
　高齢者の交通事故を防ぐため、運転実態
を正しく知っていただくための講習です。
・65歳以上の方なら 30分、無料です。
・自動車学校の教習車により行います。
・ご家族の方も同乗できます。

※詳しくは、大島警察署、大島自動車学校にお問い合わせください。
○大島警察署☎０８２０（７２）０１１０
○大島自動車学校☎０８２０（７２）００３９


